
団体の規約(会則) 
 

（名称・事務所） 

第１条  本団体の名称は、「         」という。 

第２条  事務所は会長宅に置き、活動場所は古河        に置く。 

 

（目的及び事業） 

第３条      活動を通して、会員相互の技術（能力）向上と健康の振興

に寄与することを目的とする。 

第４条  前条の目的を達成するため、次の事業を継続的に行う。 

  １、 毎月  回学習会（練習・活動）を行う。 

  ２、 その他本団体（会）の目的達成のために必要な事業は進んで行う。 

 

（会員） 

第５条  本団体（会）は、本団体（会）の目的に賛同する会員をもって組織

する。 

 

（役員及び任期） 

第６条  本団体（会）に、次の役員を置く。 

     １、会 長    名 

     ２、副会長    名 

     ３、会 計    名 

     ４、監 査    名 

 

第７条  役員の任期は  年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（会計） 

第８条  会費は、月額    円とし、会計に納める。 

第９条  会計年度は、  月  日から翌年  月  日までとする。 

 

（補則） 

第 10条 この規約（会則）に定めるもののほか、必要な事項は、会員の合意

により定める。 

 

 

付 則 

 この規約（会則）は、    年  月  日から実施する。 



会員名簿 
 

団体名           
 

№ 役 職 氏  名 年齢 性別 住     所 備  考 

1     古河市  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 

【注意事項】 

 講師を会員に含める事はできません。講師の名前は会員名簿に記入しないでください。 

 会員は５人以上かつ、3 分の 2 以上の者が市内在住、在勤又は在学している必要があります。 

 住所又は勤務先欄についての番地表示は、任意とします。 

 年齢欄は、『40 代、50 代』など、おおまかな年代の記入で構いません。 

 市外に住所を有し、古河市内に在勤・在学する者は、備考欄に会社名・学校名を記入して下さい。 



 

令和   年度活動報告書 

 

 

団体名                  
 

 

 

４月 

 

１０月 

５月 １１月 

６月 １２月 

７月 １月 

８月 ２月 

９月 ３月 

  



決算書 

令和   年度 
収入の部                            (円) 

項   目  予算額   決算額   比較増減  説           明 

     

     

     

     

     

計     

 

支出の部                            (円) 

項   目 予算額 決算額 比較増減 説           明 

     

     

     

     

     

     

     

計     

 

以上、収入・支出差し引き残金        円は、次年度に繰り越します。 

  令和   年   月   日 

会長             

監査             



予算書 

令和   年度 

収入の部                            (円) 

項   目 予算額 説           明 

   

   

   

   

   

計   

 

支出の部                            (円) 

項   目  予算額  説           明 

   

   

   

   

   

   

   

計   

 

 令和   年   月   日 

会長             

 


